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(57)【要約】
【課題】　予備発泡槽内の予備発泡粒子を残らず排出させるのは困難を伴う。特に、発泡
性熱可塑性樹脂粒子の粒子径が小粒子の場合において、予備発泡槽内の予備発泡粒の付着
減少により、歩留まり低下、発泡倍率のバラツキ、残留粒子の過熱により固化しスケール
として製品のコンタミネーション、汚染等の問題の発生を防止する。
【解決手段】　予備発泡槽に可撓性洗浄装置を取り付け、可撓性洗浄装置に設けた噴射孔
から空気を噴射する工程を設ける。更に加熱発泡工程において所定の蒸気加熱時間ごとに
所定時間空気を導入する工程を設ける。更に、攪拌機構に設けた噴出孔から空気を噴出さ
せることを特徴とする予備発泡方法。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発泡性熱可塑性樹脂粒子を予備発泡させる加熱発泡工程と、予備発泡済み粒子を排出す
る排出工程とからなる発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法において、該排出工程中及
びまたは排出工程後に、噴射孔を有する可撓性洗浄装置を該予備発泡槽内に挿入し、該噴
射孔より空気を槽内に噴射することを特徴とする追加的排出工程を設けて予備発泡槽内に
残留した発泡済み粒子を更に排出することを特徴とする発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発
泡方法。
【請求項２】
　発泡性熱可塑性樹脂粒子の平均粒子径が０．３ｍｍ以下であることを特徴とする請求項
１記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【請求項３】
　噴射孔の平均直径が２～１５ｍｍであり、噴射する空気の圧力が０．１～１．０ＭＰａ
であり、噴射時間が１０～６０秒であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の発泡
性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【請求項４】
　可撓性洗浄装置が噴射孔を設けた熱可塑性樹脂パイプであることを特徴とする請求項１
～３のいずれかに記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【請求項５】
　可撓性洗浄装置を、該予備発泡槽上部に設け、噴射孔を該予備発泡槽の底面から天井面
の間を上下させ、予備発泡槽内を噴出する空気で洗浄することを特徴とする、請求項１～
４のいずれかに記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【請求項６】
　該加熱発泡工程において、所定時間毎に蒸気加熱を止め、その間に所定時間、空気を該
予備発泡槽内に導入することを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の発泡性熱可塑
性樹脂粒子の予備発泡方法。
【請求項７】
　蒸気加熱を５～６０秒毎に蒸気を止め、その間に空気を１～１０秒予備発泡槽内に導入
することを特徴とする請求項６に記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【請求項８】
　該予備発泡槽内の該攪拌機構に空気を噴出させるための噴出孔を設けたことを特徴とす
る請求項１～７のいずれかに記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【請求項９】
　該噴出孔の直径が０．５～２ｍｍであり、該攪拌機構の長さ２０ｍｍあたり１～１０個
設けたことを特徴とする請求項８に記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【請求項１０】
　　該噴出孔から噴出させる空気の圧力が０．０１～０．６ＭＰａであることを特徴とす
る請求項８又は９に記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【請求項１１】
　発泡性熱可塑性樹脂粒子を予備発泡させる加熱発泡工程と、予備発泡済み粒子を排出す
る排出工程とからなる発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法において、該排出工程中及
びまたは排出工程後に、噴射孔を有する可撓性洗浄装置を該予備発泡槽内に挿入し、該噴
射孔より空気を槽内に噴射することを特徴とする追加的排出工程を設けて予備発泡槽内に
残留した発泡済み粒子を更に排出することを特徴とする請求項１～１０いずれかに記載の
発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法を用いることを特徴とする発泡性熱可塑性樹脂粒
子の予備発泡粒子の製造方法。
【請求項１２】
　発泡性熱可塑性樹脂粒子を予備発泡させる加熱発泡工程と、予備発泡済み粒子を排出す
る排出工程とからなる発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法において、該排出工程中及
びまたは排出工程後に、噴射孔を有する可撓性洗浄装置を該予備発泡槽内に挿入し、該噴
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射孔より空気を槽内に噴射することを特徴とする追加的排出工程を設けて予備発泡槽内に
残留した発泡済み粒子を更に排出することを特徴とする請求項１～１０いずれかに記載の
発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法を用いることを特徴とする発泡性熱可塑性樹脂粒
子の予備発泡粒子の製造方法により得られた発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡粒子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡における良好な予備発泡方法、該方法を用
いた予備発泡粒子の製造方法及び該方法により得られた発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発
泡粒子に関する。特に、比較的小粒径の発泡性熱可塑性樹脂粒子を予備発泡させる際に、
予備発泡粒子を予備発泡槽内に残留させることなく極めて良好な排出を可能にすることの
できる発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法、この方法により得られる発泡性熱可塑性
樹脂粒子の予備発泡粒子の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スチレン系樹脂に代表される熱可塑性樹脂の発泡性熱可塑性樹脂粒子を用いた成形では
、発泡性熱可塑性樹脂粒子（原粒粒子と呼ぶことがある）を成形前に一度所定倍率の予備
発泡粒子とし、その上で成形に供する予備発泡方法が一般的に行われている。
【０００３】
　また、予備発泡槽を設けて予備発泡粒子をバッチ法で作る方法が最も一般的な方法とし
て実用に供されている。
前記バッチ法においては、予備発泡終了後の排出工程において予備発泡粒子の一部が缶壁
、攪拌機構に付着し、完全排出ができないため、その改良が期待されている。
【０００４】
　この問題解決のため種々の試みが成されている。例えば、予備発泡槽及び攪拌機構各所
に蒸気及び、冷却エアー噴射孔を配置し、排出工程で側壁に残留する予備発泡粒を除去す
る方法（特許文献１参照）、予備発泡槽に所定の蒸気加熱時間毎に所定時間乾燥空気を導
入する工程を設けること（特許文献２参照）により送粒性の改善された予備発泡粒子を得
る方法が提案されている。
【特許文献１】特開平１－２０４７０７号公報
【特許文献２】特開２００４－３０６５６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　予備発泡させた粒子を取り出す際、予備発泡槽内に残存する粒子を実用上問題のない程
度まで減少させることである。これにより歩留まりの低下の改良、発泡倍率のバラツキの
減少に加え、残留予備発泡粒子が過熱により固化し付着面から脱落し予備発泡粒子中に混
入する製品のコンタミネーションが防止できる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は上記問題に対処すべく鋭意研究の結果、予備発泡槽の上部に具備した可撓性の
ある洗浄装置に設けられた噴射孔より空気を噴射させること、並びに、予備発泡槽に所定
の蒸気加熱時間ごとに所定時間乾燥空気を導入する工程を設けること、及び、予備発泡槽
内に具備した攪拌機構に設けられた噴出孔より空気を噴射させることで前記課題が解決す
ることを見出し本発明に至った。即ち、本発明は以下の構成を有するものである。
【０００７】
 
　１）．　発泡性熱可塑性樹脂粒子を予備発泡させる加熱発泡工程と、予備発泡済み粒子
を排出する排出工程とからなる発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法において、該排出
工程中及びまたは排出工程後に、噴射孔を有する可撓性洗浄装置を該予備発泡槽内に挿入
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し、該噴射孔より空気を槽内に噴射することを特徴とする追加的排出工程を設けて予備発
泡槽内に残留した発泡済み粒子を更に排出することを特徴とする発泡性熱可塑性樹脂粒子
の予備発泡方法。
【０００８】
　２）．　発泡性熱可塑性樹脂粒子の平均粒子径が０．３ｍｍ以下であることを特徴とす
る１）記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【０００９】
　３）．　噴射孔の平均直径が２～１５ｍｍであり、噴射する空気の圧力が０．１～１．
０ＭＰａであり、噴射時間が１０～６０秒であることを特徴とする、１）又は２）に記載
の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【００１０】
　４）．　可撓性洗浄装置が噴射孔を設けた熱可塑性樹脂パイプであることを特徴とする
１）～３）のいずれかに記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【００１１】
　５）．　可撓性洗浄装置を、該予備発泡槽上部に設け、噴射孔を該予備発泡槽の底面か
ら天井面の間を上下させ、予備発泡槽内を噴出する空気で洗浄することを特徴とする、１
）～４）のいずれかに記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【００１２】
　６）．　該加熱発泡工程において、所定時間毎に蒸気加熱を止め、その間に所定時間、
空気を該予備発泡槽内に導入することを特徴とする１）～５）のいずれかに記載の発泡性
熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【００１３】
　７）．　蒸気加熱を５～６０秒毎に蒸気を止め、その間に空気を１～１０秒予備発泡槽
内に導入することを特徴とする６）に記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【００１４】
　８）．　該予備発泡槽内の該攪拌機構に空気を噴出させるための噴出孔を設けたことを
特徴とする１）～７）のいずれかに記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【００１５】
　９）．　該噴出孔の直径が０．５～２ｍｍであり、該攪拌機構の長さ２０ｍｍあたり１
～１０個設けたことを特徴とする８）に記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【００１６】
　１０）．　該噴出孔から噴出させる空気の圧力が０．０１～０．６ＭＰａであることを
特徴とする８）又は９）に記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法。
【００１７】
　１１）．　発泡性熱可塑性樹脂粒子を予備発泡させる加熱発泡工程と、予備発泡済み粒
子を排出する排出工程とからなる発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法において、該排
出工程中及びまたは排出工程後に、噴射孔を有する可撓性洗浄装置を該予備発泡槽内に挿
入し、該噴射孔より空気を槽内に噴射することを特徴とする追加的排出工程を設けて予備
発泡槽内に残留した発泡済み粒子を更に排出することを特徴とする１）～１０）いずれか
に記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法を用いることを特徴とする発泡性熱可塑
性樹脂粒子の予備発泡粒子の製造方法。
【００１８】
　１２）．　発泡性熱可塑性樹脂粒子を予備発泡させる加熱発泡工程と、予備発泡済み粒
子を排出する排出工程とからなる発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法において、該排
出工程中及びまたは排出工程後に、噴射孔を有する可撓性洗浄装置を該予備発泡槽内に挿
入し、該噴射孔より空気を槽内に噴射することを特徴とする追加的排出工程を設けて予備
発泡槽内に残留した発泡済み粒子を更に排出することを特徴とする１）～１０）いずれか
に記載の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡方法を用いることを特徴とする発泡性熱可塑
性樹脂粒子の予備発泡粒子の製造方法により得られた発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡
粒子。
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【発明の効果】
【００１９】
　発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡工程において、追加的排出工程を設けることにより
、予備発泡槽内に残留する予備発泡粒子の残存量を非常に低減させることが可能である。
更に、加熱発泡時において、予備発泡槽に所定の蒸気加熱時間ごとに所定時間乾燥空気を
導入する工程を設けることにより、更に残存量を低減させることが可能である。
【００２０】
　また、更に、予備発泡槽内に具備した攪拌機構に設けられた噴出孔より空気を噴射させ
ることにより、更なる残存量の低減を可能とさせることが可能である。その結果、連続し
ての予備発泡操作が安定すると共に、残留粒子の過熱で発生する固形物による汚染が防止
できると共に、発泡倍率のバラツキも低下して良好な予備発泡粒子の取得が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明に使用される発泡性熱可塑性粒子の熱可塑性樹脂としては、型内発泡成形に用い
られる熱可塑性樹脂であれば使用でき、具体的にはポリスチレン系樹脂、ポリメチルメタ
クリレート樹脂をあげることができる。
【００２２】
　ポリスチレン系樹脂としては一般的なポリスチレン樹脂だけでなく、例えば、スチレン
、又はメチルスチレンを５０％以上含有してなるポリスチレン系樹脂、ハイインパクトポ
リスチレン系樹脂、スチレンとメチルメタクリレート、無水マレイン酸等との共重合樹脂
等が挙げられ、これらは、単独、又は２種以上の組み合わせとして用いることができる。
【００２３】
　本発明に用いることができる発泡性熱可塑性粒子の熱可塑性樹脂としては、特に経済性
、外観性の面からポリスチレン系樹脂が好適であり、該ポリスチレン系樹脂としては、ポ
リスチレン樹脂が入手の容易性、価格的経済性などにより最も好適に用いることができる
。
【００２４】
　発泡性熱可塑性樹脂粒子の平均粒子径は、特に限定はなく一般的に用いられているもの
を用いることができる。
【００２５】
　しかし、一般的に用いられている粒子径より小さい平均粒子径０．３ｍｍ以下であるこ
とが好ましい。更に好ましくは０．１５～０．２５ｍｍである。０．３ｍｍを越える平均
粒子径である場合には予備発泡槽内への残存予備発泡粒子が少なく、そのため、歩留まり
、発泡倍率のバラツキ等の問題の発生が少ない傾向があり、０．３ｍｍ以下の発泡性熱可
塑性樹脂粒子において本発明の効果がより発現できる。ここで言う粒子径は予備発泡前の
粒子直径の事である。
【００２６】
　本願発明においては、予備発泡槽内に凝縮水がたまり原粒粒子の流動性を阻害し、予備
発泡終了後の排出工程において缶壁、攪拌機構に付着し、排出がし難いというような現象
を改良することが可能である。また、発泡性熱可塑性樹脂粒子が０．１５ｍｍ以下であっ
ても構わないが、小さい粒子は予備発泡槽の機械的寸法精度が高度に要求されることから
、従来の予備発泡槽形状変更が大幅に必要で実用性に劣る傾向がある。あるいは、従来の
予備発泡方法を大きく変更する必要がある。
【００２７】
　本発明に用いる発泡性熱可塑性粒子には発泡剤が含有される。発泡剤としては、脂肪族
炭化水素化合物を用いることができる。炭化水素化合物としては通常熱可塑性樹脂の発泡
剤として用いることができるものであれば特に限定はないが、具体的には例えば、プロパ
ン、ブタン、ペンタン、ヘキサンあるいはそれらの２種以上の混合物が好ましい化合物と
して例示することができる。
【００２８】
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　発泡剤の使用量は、熱可塑性樹脂１００重量部に対し１～１０重量部、好ましくは３～
８重量部、さらに好ましくは４～７重量部用いることができる。このうち前記樹脂に対す
る発泡剤の保持性等の点から、ブタン、ペンタンあるいはその混合物が好ましい。
【００２９】
　また、本発明の発泡性熱可塑性樹脂粒子には、熱可塑性樹脂に対して可塑効果を示す物
質を可塑剤として含有させることができる。可塑剤としては、脂肪酸グリセライド、植物
性油脂、炭化水素類、が好ましく用いることができる。
【００３０】
　脂肪酸グリセライドとしては、具体的にはステアリン酸トリグリセライド、パルミチン
酸トリグリセライド、ラウリン酸トリグリセライド、ステアリン酸ジグリセライド、ステ
アリン酸モノグリセライド等を挙げることができる。植物性油脂としては具体的には、ヤ
シ油、パーム油、パーム核油等を挙げることができる。炭化水素類としては具体的には、
シクロヘキサン、トルエン、キシレン、流動パラフィン等を挙げることができる。これら
は単独または併用することができる。
【００３１】
　尚、これらの可塑剤を用いることで予備発泡速度や発泡倍率の調整、予備発泡性の向上
や成形する場合の融着性の向上等を計ることができる。
【００３２】
　さらに本発明の発泡性熱可塑性粒子には、難燃剤、造核剤等、一般に発泡性熱可塑性粒
子に用いることのできるその他の添加剤を、本発明の目的を阻害しない範囲で適宜添加す
ることができる。
【００３３】
　本発明の加熱発泡工程では、発泡性熱可塑性樹脂粒子を予備発泡槽を用いて予備発泡さ
せることができる。用いることができる予備発泡槽は特に限定はなく、通常の予備発泡方
法に用いる予備発泡槽を用いることができる。また、本発明に用いる予備発泡槽に付帯す
る設備、例えば蒸気弁、空気弁、計量器等も、使用あるいは測定しようとする範囲が当該
設備の使用範囲に適合すればそのまま用いることができる。
【００３４】
　ただし、従来の予備発泡槽の構造が、通常以上に省略された機能や設備しか有さない場
合には、本発明の、実施には適宜必要な改善を施すことは何ら差し支えない。例えば、後
述の蒸気パージのみの加熱しか行わず、実質的に大気圧以上にならないため耐圧設計が比
較的低い予備発泡槽の場合、あるいは減圧に対する耐力がない場合などは構造補強するこ
とが好ましい。
【００３５】
　また、自動運転により予備発泡する場合には、一般にシーケンサあるいはプログラマブ
ルコントローラと呼ばれる制御機器等のプログラムについて、通常の予備発泡方法と異な
る部分に関し、これを変更し、本発明の手順に沿った工程が選択・実施できるよう適宜変
更あるいは新設することができる。さらにまた、所定の温度、圧力を実現するために必要
に応じて前記シーケンサ類に制御信号あるいは測定データを送ることのできる温度計、圧
力計を適宜設置することもできる。
【００３６】
　本発明における予備発泡方法では、基本的には通常のバッチ式予備発泡方法を用いるこ
とができる。
【００３７】
　通常のバッチ式予備発泡方法とは、例えば、予備発泡槽内に発泡性熱可塑性粒子を投入
し、攪拌翼で内部を攪拌しながら、該予備発泡槽の排気弁等の大気と接続した弁を開き予
備発泡槽内を実質的に大気圧下に開放した状態とし、その後蒸気弁を開き予備発泡槽内に
蒸気を流通させ、発泡粒子が所定の発泡倍率に達するまで加熱発泡させる蒸気パージ加熱
による加熱発泡を行う加熱発泡工程。
【００３８】
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　あるいは０．００５～０．０３ＭＰａ（ゲージ圧）の加圧蒸気を流通させ、発泡粒子が
所定の発泡倍率に達するまで加圧蒸気加熱にて加圧状態で加熱発泡させる加熱発泡工程を
あげることができる。
加熱発泡工程において、発泡が進行して、発泡粒子が所定の発泡倍率に達すると蒸気の流
通を停止し、通常は空気を吹き込んで冷却・乾燥した後、予備発泡粒子として、予備発泡
槽から取り出す排出工程に移る。
【００３９】
　排出工程では、予備発泡槽の排出扉を開けて予備発泡粒子を排出するが、その際、攪拌
翼で内部を攪拌しながら行い、予備発泡粒の自重にて全量自然排出させる。
【００４０】
　予備発泡槽内に発泡性熱可塑性粒子を投入するに際しては、投入を確実にするため、予
備発泡槽内を投入前に減圧し、その状態から原料投入弁を開いて投入することもできる。
【００４１】
　また、加熱発泡方法に於いては、蒸気パージ加熱にて槽内の空気を排除するパージ工程
を経て、引き続き加圧蒸気加熱にて所定の発泡倍率まで発泡させる加熱方法の組み合わせ
による予備発泡を採用することもできる。
【００４２】
　加熱発泡工程における加圧蒸気加熱においては、排気弁と蒸気弁それぞれの開度を調整
し、予備発泡槽内が加圧された様な状態に保ったままとし、発泡粒子が所定の発泡倍率に
達するまで加熱を続ける事もできるし、排気弁を閉じた状態で蒸気弁を開いて予備発泡槽
内に蒸気を導入し予備発泡槽内が所定の圧力に達したら蒸気弁を閉じて排気弁を開き予備
発泡槽内の圧力を下げ、該圧力が所定の圧力まで下がったら再度排気弁を閉じて蒸気弁を
開き予備発泡槽内に蒸気を導入する工程を発泡粒子が所定の発泡倍率に達するまで繰り返
すこともできる。また大気圧下での発泡と、加圧状態での発泡の両者を組み合わせて実施
することもできる。
【００４３】
　本発明の予備発泡方法は、前記通常のバッチ式予備発泡方法において、以下の第一の点
である可撓性洗浄装置を使用する方法を特徴とするものである。更に、第一の点に第二の
点である「予備発泡槽内の発泡粒子を蒸気にて加熱するに際し、所定時間ごとに一旦蒸気
加熱を止めその間に該予備発泡槽に所定時間空気を導入する工程を設けること」を組み合
わせることが好ましい。
【００４４】
　また第一の点に第三の点である「発泡槽内に具備した攪拌機構より、槽内の壁に向かっ
て空気を噴出させる工程を設けること」を組み合わせることが好ましい。更に好ましくは
、第一の点に第二の点及び第三の点を組み合わせる方法である。
【００４５】
　＜第一の点＞
　第一の点は、本願発明において採用される追加的排出工程である。この工程を採用する
ことで予備発泡粒子、特には前記した様に小さい粒子径の発泡性熱可塑性樹脂粒子を用い
た予備発泡粒子の排出が効率的に行うことができるようになる。
【００４６】
　すなわち、予備発泡した熱可塑性発泡粒子を通常の排出工程で行われている方法により
排出した後に、予備発泡槽上部に具備した可撓性洗浄装置を用い、可撓性洗浄装置に設け
られた噴射孔、好ましくは装置の先端に設けられた噴射孔から空気を噴射させることであ
る。噴射孔が可撓性を有する管に設けられていると、空気を噴射させることで、噴射口が
ランダムに動くため、噴射された空気が予備発泡槽内の特定の箇所に限定されず槽内壁あ
るいは攪拌翼表面の多くの箇所に当たるようになるので付着粒子及び槽内の未排出粒子を
減少させることができる。
【００４７】
　一般的に用いられている平均粒子径が０．３ｍｍを超える発泡性熱可塑性樹脂粒子に用
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いられる予備発泡槽には、固定式の噴射ノズルを具備して予備発泡粒子の排出を効率的に
行うようにしているものもあるが、特に前記したように、粒子径が０．３ｍｍ以下の小さ
い発泡性熱可塑性樹脂粒子を予備発泡させる場合には、本願発明に係る可撓性洗浄装置を
用いることで効果的に残留粒子を排出できる効果が大きく、固定式の噴射ノズルでは得ら
れない効果を得ることができる。
【００４８】
　本発明では予備発泡粒子の排出工程後において、予備発泡粒子を排出する際に、攪拌機
構を一時停止した後、予備発泡槽天井部と予備発泡槽外に設けた洗浄装置の間に設けた自
動弁を開けて、可撓性洗浄装置を昇降装置を用いて昇降させながら、もしくは、下降させ
た状態にて例えば、装置先端に設けた噴射孔より空気を噴射させる方法を採ることができ
る。可撓性洗浄装置は噴射口が設けられている管を昇降させることが好ましい。
【００４９】
　管の途中あるいは取り付け部に可撓性を有する部分（治具等）を設けても良く、管自体
が可撓性を有するものであってもよい。管が可撓性のあるものであると当該管を取り付け
ることにより可撓性洗浄装置となるのでさらに好ましい。噴射孔としては単に管を切断し
て開放状態としたものでも良く、別途噴射する空気の方向制御できるような治具を設けて
も良い。
【００５０】
　　また、排出工程中においては、攪拌機構が停止していないので、可撓性洗浄装置が攪
拌の支障にならないようにする必要はあるが、攪拌機構が停止していない時にも本願の追
加的排出装置を使用することができる。
【００５１】
　尚、該洗浄装置の設置数は、予備発泡槽の形状、容量によって適宜決めることができる
。これにより、可撓性を有さない固定式ノズルを用いた固定式の洗浄装置を用いた場合に
比較して、非常に広い範囲に空気を当てることが出来、また、可撓性のある管であると噴
出空気が間欠的でなくても壁面には実質的に間欠状態で当たることになり、固定式の洗浄
装置を用いた場合に比べて強固に槽壁に付着した予備発泡粒子を効果的に排出することが
できる。
【００５２】
　また槽壁、攪拌軸、攪拌翼、固定棒に撥水性、耐熱性を有する塗料、付着性を減少でき
る塗料及び、これらの樹脂シートを塗布もしくは、貼り合わせることで排出性を更に高め
ることができる。
【００５３】
　可撓性洗浄装置の昇降装置としては、エアーシリンダー、油圧シリンダー、電動式等の
装置が挙げられ、これらにより容易に可撓性洗浄装置を昇降できる。
可撓性洗浄装置を該予備発泡槽の底面より天井面の間を上下させつつ、あるいは一定位置
で停止し、空気を噴射させて用いることができる。
【００５４】
　噴射させる空気は可撓性のある管が適度に動く様な状態であれば特に限定はないが、圧
縮状態であることが好ましく、その供給圧力としては、０．１ＭＰａ～１．０ＭＰａ、さ
らには０．３～０．７ＭＰａ、特には、０．４～０．６ＭＰａが好ましい。
【００５５】
　可撓性のある管の種類としては、銅やステンレス等のパイプや合成樹脂からなるチュー
ブ又はホース、ゴムチューブ、ゴムホース等が想定されるが、本願発明に用いることがで
きる適度な可撓性を有する管としては合成樹脂からなるチューブ又は、ホース、ゴムチュ
ーブ、ゴムホース等が好ましい。さらに合成樹脂からなるチューブ又はホース、ゴムチュ
ーブ、ゴムホース等としては適度なしなり具合を有し且つ、攪拌翼、固定棒に絡みつかな
い程度の柔軟性であること、入手の容易性、価格等から熱可塑性樹脂チューブを採用する
ことが好ましい。
【００５６】
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　熱可塑性チューブの材質は本発明の目的を阻害しない一般的な熱可塑性樹脂であれば特
に制限されるものではないが、耐久性、強度並びに予備発泡槽内には熱の残留があること
から若干の耐熱性があることが好ましく、ウレタンチューブが好ましい。また熱可塑性樹
脂チューブの内径は、材質にもよるが本発明の空気の流通を阻害しないためには２～１５
ｍｍであることが好ましく、チューブ肉厚としては本発明のしなり具合を確保するため１
～３ｍｍであることが好ましい。
【００５７】
　噴射孔は、例えば、可撓性管の先端の１箇所に設ければよく、その噴射孔の大きさは用
いる管の内径と同じでもよくまた、用いる管の内径より小さくしてもよく、２～１５ｍｍ
であることが好適である。管の断面は円形である必要はなく、楕円あるいは不定形であっ
てもかまわないが、円形断面の管は入手が容易であると言うことから好ましい。
【００５８】
　空気の噴射方法は、連続噴射でも良いが、間欠的に噴射させることで可撓性管の動きが
大きくなりより広範囲に空気を吹き付けることができるようになるので好ましい。
空気を噴射させる時間は、概ね１０秒～６０秒が好適である。しかし、生産性の観点、予
備発泡粒子の残留量等によって適宜変更することが可能である。
【００５９】
　＜第二の点＞
　第二の点は、予備発泡槽内の発泡粒子を蒸気にて加熱するに際し、所定時間ごとに一旦
蒸気加熱を止めその間に該予備発泡槽に所定時間、空気を導入する工程を設けることであ
る。
即ち、所定時間加熱するごとに蒸気弁を閉じ、排気弁及び、ドレン弁を開いた状態とした
上で空気弁を開き、予備発泡槽内の発泡粒子を空気に晒す工程を、発泡粒子が所定倍率に
達するまでの間、所定時間毎に所定時間繰り返し実施することである。空気に晒すことに
より発泡粒子が冷却され、発泡状態の制御がやりやすくなる。
【００６０】
　前記所定の時間は、使用する発泡性熱可塑性樹脂粒子の種類、あるいは、その含有揮発
分、導入する蒸気の圧力等種々の要因によって定まるため一概に決めることができないが
、１０～５０秒、さらには１５～４０秒が好ましい。
【００６１】
　前記空気の流通には空気弁を開けて予備発泡槽内に空気を導入するが、予備発泡槽によ
っては、蒸気、空気、ドレン等の弁類が発泡粒子のある室とはメッシュ金網で仕切られた
予備発泡槽下部のチャンバと呼ばれる室に設けられている場合がある。この場合、空気弁
を開けるとチャンバ内に残留しているドレン水が空気と一緒に発泡粒子のある室に逆流し
たり、チャンバ内が空気によって弱加圧状態となるため発泡粒子のある室からチャンバに
ドレン水が自然には落ちにくくなる傾向がある。
【００６２】
　この場合、本発明の効果が弱まる傾向がある。このような場合、チャンバ内の空気弁は
開けずドレン弁のみ開き、空気の導入は発泡粒子のある室に設けられた別の空気弁、例え
ば予備発泡槽内の掃除用空気弁等を用いることが好ましい。
【００６３】
　前記空気流通時間は、使用する発泡性熱可塑性樹脂粒子の種類、あるいは、その含有揮
発分等種々の要因によって定まるため一概に決めることができないが、概ね１～８秒、さ
らには２～５秒が好ましい。
【００６４】
　前記空気の流通を実施すると予備発泡槽内の発泡粒子が舞い上がり、予備発泡槽に設け
られた発泡終了を検知するレベルセンサが検知状態となることを回避するため空気の流通
時間が終了した後、次の加熱に入る前に０．５～２秒の待機（安定）時間を設けることが
好ましい。即ち、舞い上がった発泡粒子が下に落ち、レベルセンサの誤検知状態が解消さ
れてから次工程に移ることが安定生産から見て好ましい。また槽壁、攪拌軸、攪拌ペラ、
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固定棒に撥水性、耐熱性を有する塗料及び、樹脂性シートを塗布もしくは、貼り合わせる
ことで排出性を更に高めることができ好ましい。
【００６５】
　＜第三の点＞
　第三の点として、発泡槽内に具備した攪拌機構より、槽内の壁に向かって空気を噴出さ
せることである。攪拌機構よりの空気噴出は、間欠的でも良いが、攪拌機構の駆動中であ
る後述する原料投入工程から排出工程終了までの間は、連続的に常時噴出させるのが好ま
しい。攪拌機構の構成は攪拌軸と攪拌翼から成り攪拌翼は攪拌軸に接続されている。攪拌
翼は、攪拌軸から脱着可能とし噴射孔の掃除が容易に実施できるものであることが好まし
い。
【００６６】
　また本願発明機係る追加的排出工程中において攪拌機構が停止していても、間欠的ある
いは連続的いずれかにより空気噴出させてもよい。
【００６７】
　攪拌軸及び攪拌翼の内部は中空とし、攪拌軸および、攪拌翼には空気を噴出させるため
の多数の噴出口を設けておくことで第三の点による排出手段となす事が出きる。その場合
、攪拌軸先端部の回転継ぎ手を介し空気送気管と連通させておき、空気送気管は、噴出圧
力を任意に変更できるものが好ましい。
例えば、予め所望の圧力になるように設定された減圧弁を個々に空気配管に設置しておき
それを適宜切り替える方法等で容易に制御することができる。
【００６８】
　該噴出孔の直径は、０．５～２ｍｍであることが好ましい。２ｍｍ以上では予備発泡粒
子で噴出孔を詰まらせる恐れがあり、０．５ｍｍ以下では孔を開けることが難しく容易で
ない。
【００６９】
　該噴出孔は該攪拌翼の長さ２０ｍｍあたり１～１０個設けることが好ましい。更に好ま
しくは２～６個である。少ないと残留した予備発泡粒子の除去効果が少なく、多ければ空
気の噴出量が多くなり槽内温度のばらつき要因となる恐れがある。
【００７０】
　本発明のバッチ式予備発泡方法は、発泡性熱可塑性樹脂粒子を予備発泡させる加熱発泡
工程と、予備発泡済み粒子を排出する排出工程とからなる発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備
発泡方法であるが、各工程の間には通常の発泡性熱可塑性樹脂粒子の予備発泡で行われて
いる工程例えば、原料投入工程、パージ工程、加圧加熱工程、冷却工程等を適宜採用して
行うことができる。これらの工程を採用した場合、例えば、原料投入工程、パージ工程、
加圧加熱工程、冷却工程、排出工程、追加排出工程の工程により予備発泡粒子を得ること
ができる。
【００７１】
　本発明において第三の点を併用する場合は、原料投入工程から追加排出工程直前までの
間、攪拌機構に設けた噴出孔より空気を噴出させ続けることが好ましい。ただ、追加排出
工程中においても攪拌機構に設けた噴出孔より空気を噴出させてもかまわない。
【００７２】
　　該噴射に使用する空気圧力は、原料投入工程、パージ工程においては、０．０１～０
．１ＭＰａであることが好ましい。高すぎると槽内に投入された原粒粒子が舞い上がり、
槽内の壁に付着することで、発泡を促進させる熱源の蒸気を晒すことができず発泡倍率が
安定しないという問題が生じやすくなる。一方、低すぎると原粒粒子が噴出孔を詰まらせ
る問題が生じやすくなる。
【００７３】
　加圧加熱工程では、前記所定時間ごとに一旦蒸気を止めその間に該予備発泡槽に所定時
間空気を導入する工程であり、他の空気噴射部位からの噴射と合わせ、攪拌機構の噴出孔
から０．０１～０．５ＭＰａの圧力を擁する空気を噴出させて行うことができる。
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【００７４】
　該加圧加熱工程の前記所定時間以外は、攪拌機構の噴出孔から０．０１～０．１ＭＰａ
の圧力を擁する空気を噴出させることが噴出孔の目詰まり防止の観点から好ましい。
【００７５】
　冷却工程、排出工程、追加排出工程においての空気噴出圧力は、一概には言えないが０
．０１～０．５ＭＰａの範囲で槽内の発泡粒子の残留量によって変更することが可能であ
る。また槽壁、攪拌軸、攪拌ペラ、固定棒に撥水性、耐熱性を有する塗料及び、樹脂性シ
ートを塗布もしくは、貼り合わせることで排出性を更に高めることができ好ましい。
【００７６】
　本発明においてはこれら３つの方法を組み合わせて実施することが、単独で実施するよ
りもさらに、槽内に残留する予備発泡粒子量の削減に効果があり好ましい。　本発明によ
れば、槽内に残留する発泡粒子の量は極めて少なくできるので、連続して予備発泡を実施
し難いというようなトラブルは殆ど発生しなくなる。また、発泡倍率も非常に安定して良
好な操作が継続可能となる。
【００７７】
　以下実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はかかる実施例のみに限定
されないことは言うまでもない。 
【実施例】
【００７８】
　本実施例及び、比較例では、大開工業株式会社製ＢＨＰ－１１０型予備発泡機を用いて
予備発泡を実施した。
【００７９】
　本実施例及び、比較例においては、発泡性熱可塑性樹脂粒子として、平均粒子径１９５
μｍの均一なポリスチレン粒子１００重量部に対し、発泡剤としてペンタンを５．５部含
浸させた発泡性熱可塑性樹脂粒子を用いた。
【００８０】
　実施例及び比較例では、原料投入後、後述する各例の工程に従って予備発泡粒子を得た
うえで、下記各評価項目について評価した。
【００８１】
　１）発泡倍率
　原料粒子の比重を１．０４ｇ／ｃｍ３とし、下記式に基づいて発泡倍率を計算した。
（発泡倍率）＝（得られた予備発泡粒子の嵩比重）／１．０４
【００８２】
　２）予備発泡槽内に残留した樹脂量
　予備発泡槽に付属のマンホールを開けて、追加的排出工程以降まで、予備発泡槽内に付
着残留した樹脂を一度刷毛にて底面に払い落とし、払い落とした樹脂を予備発泡粒排出口
より全量回収し重量を測定した。
【００８３】
　３）予備発泡サイクル
　予備発泡槽への原料投入弁の開時間を０点とし、実施例にあっては追加的排出工程、比
較例にあっては排出工程が終了し、排出工程予備発泡工程を全て終了して予備発泡槽の排
出扉が閉まるまでの時間を予備発泡サイクルとした。
【００８４】
　（実施例１）
　本例では、ＢＨＰ－１１０型予備発泡機の最下段の攪拌翼２を中空構造とし、該攪拌翼
２の底板面側長手方向に１０ｍｍ間隔で直径１ｍｍの空気噴射孔を２個設けた構造の攪拌
翼を用いている。翼内部は中空の攪拌軸３、ロータリージョイント２２を通じて予備発泡
槽外につながっており、予備発泡槽外で空気の配管２１と接続されている。尚、該配管は
２系統に分けて電磁弁を各々設けてあり、制御装置からの信号で空気を攪拌翼２に導入す
ることができるようになっている。また、１系統に接続された空気は０．０３ＭＰａ、も
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う１系統は０．２ＭＰａとした。
【００８５】
　さらに本例では、ＢＨＰ－１１０型予備発泡機の上部２箇所に可撓性洗浄装置の挿入口
８を設けた。該挿入口８は必要に応じて制御装置からの信号で開閉することができ、開状
態となった際に可撓性洗浄装置の可撓性チューブ１３をエアーシリンダーを用いて昇降で
きる構造となっている。
【００８６】
　該挿入口８としては日阪製作所製の開口部、径４３ｍｍの型式ＡＤ０７の開閉弁を用い
た。
さらに槽内洗浄用の可撓性洗浄装置としては直径８ｍｍ（内径５ｍｍ）の千代田通商（株
）製ＴＥ―８ウレタンチューブを用い、チューブ先端の開口部を噴射孔とした。
【００８７】
　上記の工作を施したＢＨＰ－１１０型予備発泡機の原料弁９を開いて原粒粒子を１．９
６ＫＧ予備発泡槽内に投入した。その後４０秒間蒸気パージし、続いて下限圧力０．０１
５ＭＰａ～上限圧力０．０２５ＭＰａにてレベルセンサ２３が検知するまで加圧蒸気によ
る加熱発泡工程を実施した。
【００８８】
　レベルセンサ２３が検知に至った後、環境雰囲気の空気を吹き込む冷却工程を６０秒間
実施した。冷却工程完了後、排出扉２６を開き、予備発泡粒子を払い出す排出工程を３０
秒間実施した。
【００８９】
　さらに、その後攪拌機４を停止し、予備発泡槽上部２箇所の挿入口８より可撓性チュー
ブ１３であるウレタンチューブを天井から底板上５０ｍｍの間を昇降しながら、チューブ
先端の噴射孔より０．５ＭＰａの空気を２秒噴射させ、1秒停止を繰り返し、２０秒間（
空気の噴射時間の合計）の追加的排出工程を実施した。予備発泡槽内の残留樹脂量は、３
１．８ｇであった。
【００９０】
　（実施例２）
実施例１と同様にして加圧蒸気による加熱発泡工程を実施した。
【００９１】
　本加熱発泡工程を実施するに当たっては、蒸気加熱２５秒経過毎に、蒸気弁１９を一旦
閉じて加熱を止め、さらに排気弁１１とドレン弁１７開いた上、缶内掃除弁を３秒開いて
予備発泡槽内に空気を導入し、冷却する動作を行った。
【００９２】
　　レベルセンサ２３が検知に至った後、実施例１と同様の冷却、排出工程と追加的排出
工程を実施した。予備発泡槽内の残留樹脂量は、１８．５gであった。
【００９３】
　（実施例３）
　実施例１と同様に原粒粒子を予備発泡槽に投入した。原粒粒子を投入すると同時に、予
備発泡槽内部の攪拌機４に接続した1系統側の空気の電磁弁を開け、翼端面から圧力０．
０３ＭＰａの空気を当該攪拌機構の噴出孔から噴射を開始した。
その後４０秒間蒸気パージし、続いて下限圧力０．０１５ＭＰａ～上限圧力０．０２５Ｍ
Ｐａにてレベルセンサ２３が検知するまで加圧蒸気での加熱発泡工程を実施した。
【００９４】
　本加熱発泡工程を実施するに当たっては、蒸気加熱２５秒経過毎に、蒸気弁１９を一旦
閉じて加熱を止め、さらに排気弁１１とドレン弁１７開いた上、缶内掃除弁を３秒開いて
予備発泡槽内に空気を導入する動作を行った。更に上記と同タイミングで、予備発泡槽内
部の攪拌機４に接続した圧力０．０３ＭＰａ側の空気の電磁弁を閉止し、圧力０．２ＭＰ
ａの空気の電磁弁を開け、空気を当該攪拌機構の翼端面から噴出させる動作を実施した。
【００９５】
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　レベルセンサ２３が検知に至った後、実施例１と同様の冷却、排出工程を実施した。そ
の後、実施例１と同様の追加的排出工程を実施した。予備発泡槽内の残留樹脂量は、８．
５gであった。
（比較例１）
　実施例１と同様にして加熱発泡工程を実施した。
【００９６】
　レベルセンサ２３が検知に至った後、実施例１と同様の冷却、排出工程を実施したが、
追加的排出工程を実施しなかった。予備発泡槽内に残留した予備発泡粒子量は、６３．６
gであり、予備発泡粒子の発泡倍率が目標発泡倍率よりも大幅に低かった。
【００９７】
　以上の予備発泡の結果得られた予備発泡粒子の評価と、予備発泡槽内に残留した予備発
泡粒子の量を表１に示す。
【００９８】
【表１】

【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】本発明に使用する予備発泡槽の１例を示す縦断面略図である。
【符号の説明】
【０１００】
　１　　缶体
　２　　攪拌翼
　３　　攪拌軸
　４　　攪拌機
　５　　攪拌動力源
　６　　昇降機構
　７　　格納箱
　８　　挿入口
　９　　原料弁
　１０　非常弁
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　１１　排気弁
　１２　トリップ弁
　１３　可撓性チューブ
　１４　予備発泡粒排出口
　１５　開閉機構
　１６　蒸気室
　１７　ドレン弁
　１８　ドレン排出用配管
　１９　蒸気供給配管
　２０　蒸気弁
　２１　空気供給管
　２２　回転管継手
　２３　レベルセンサ
　２４　洗浄装置昇降リミットスイッチ
　２５　洗浄装置用空気供給管
　２６　排出扉
　２７　固定棒
 

【図１】
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